
 

履 修 規 程 

 

（教育課程） 

第１条 教育課程は教育課程編成員会の審議を踏まえ、学科会議の議を経て校長が決定す

る。 

（１） 現行の教育課程は学則第２２条の別表（１−１、１−２、１−３参照）に定める。 

（２） 本校の学生は、教育課程に定める授業科目を全て履修、修得しなければな 

らない。 

（授業科目） 

第２条 理学療法学科、作業療法学科においては、各学年において履修する授業科目は、 

配当学年内に修了することを原則とする。 

看護学科については、当該学年で不合格になった授業科目については、改めて単位

を修得しなければならない。 

（授業時間） 

第３条 ４５分を１時間と換算し、９０分を１校時とする。 

日常の講義時間は、次のとおりとする。 

 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 

時 間 
９：００～ 

１０：３０ 

１０：４０～ 

１２：１０ 

１３：１０～ 

１４：４０ 

１４：５０～ 

１６：２０ 

但し、講師の都合により上記講義時間以外及び休日に授業を行うことがある。 

  ２ 遅刻、早退、欠課を、次のとおりとする。 

（１） 当該授業時間の３０分未満出席しない場合を遅刻または早退とする。 

（２） 当該授業時間の３０分以上出席しない場合を欠課とする。 

（３） 当該授業科目遅刻または早退２回で１回の欠課とする。 

（学業成績の評価） 

第４条 学業成績の評価は、次の評点によって行う。 

合 格   秀 ９０ ～１００点 

優 ８０ ～ ８９点 

      良 ７０ ～ ７９点 

      可 ６０ ～ ６９点 

不合格  不可 ６０点未満 

  ２ 成績は、成績表により学生に通知する。 

（試  験） 

第５条 学業の達成度をはかるため、試験を行う。 

  ２ 次に掲げる各号の一に該当する者は、試験を受けることができない。 



 

（１） 当該科目の出席時間数が授業時間数の３分の１を超えて欠席した者。 

（２） 授業料その他の納入金を所定の期日までに完納しない者。 

（３） 試験開始時刻に、２０分を超えて遅参した者。 

３ 病気その他やむを得ない事由により試験を受験できなかった者は、追試験の受験 

のため、当該科目の試験後１週間以内に「試験欠席届」に欠席理由等を記入し提出し

なければならない。 

 病気欠席の場合は、医師の診断書等を必要とする。 

  ４ 正当な理由なく受験を放棄した場合は、当該科目の履修を無効とする。 

  ５ 試験は、授業科目ごとに筆記試験・レポート・論文・実技試験によって行う。 

  ６ 試験中に不正行為又は不正行為が疑われる者は、即試験を中止し、退席させること

とする。尚、当該試験は無効且つ、当該学期に履修した全ての科目について成績評価

を判定しないこととし、学生懲戒規程に基づき処分を行う。 

（追 試 験） 

第６条 追試験は、以下の各号に掲げるやむを得ない事情により試験を受験できなかった 

学生に対し行う。 

（１） 病気（診断書等を要する。） 

（２） 交通事情（交通機関の事情説明書を要する。） 

（３） 忌引（父母もしくは保証人の証明書または死亡広告などを要する。） 

（４） その他やむを得ない事項（試験欠席届に理由を記入し提出する。） 

  ２ 追試験の実施日時は、試験後の１週間以内に該当者に通知する。 

（再 試 験） 

第７条 再試験は、試験または追試験の結果不合格になった者について、当該科目につき 

行う。ただし、理学療法学科および作業療法学科は、別に定めた「試験に関する細則」

によるものとする。 

  ２ 再試験の希望者は、「再試験受験申込書」に受験料（１科目につき２，０００円） 

を添えて、再試験実施日の前登校日までに申し込まなければならない。 

  ３ やむを得ない事由により再試験を受験できなかった者は、再試験の受験のため、当

該科目の試験後１週間以内に「試験欠席届」に欠席理由等を記入し提出しなければな

らない。 

  ４ 再試験の結果合格した場合の成績の評価は可（６０点）とする。 

  ５ 再試験が不合格になった場合は、原則として次年度に再履修しなければならない。

ただし、学科会議または稟議書による申請に於いて校長が承認した場合に限り当

該年度に再び試験等を実施して評価を受けることができる。 

（学外実習）   

第８条 理学療法学科及び作業療法学科において、当該学年の臨床実習科目を受講する場 

合、当該学年の教育課程における専門分野（専門基礎分野を含む）科目のうち１科 



 

目でも不合格科目がある者は原則、臨床実習科目を受講することはできない。 

  ２ 理学療法学科、作業療法学科において、当該学年の臨床実習科目の単位を修得で 

きない者は、進級できない。 

看護学科における実習の順序性 

３ 看護学科において、基礎看護学実習Ⅰの単位を修得した者が基礎看護学実習Ⅱを 

履修することができる。 

  ４ 基礎看護学実習Ⅱの単位を修得した者が、以降の臨地実習を履修することができ

る。 

５ 看護学科において、臨地実習４単位が不合格になった場合は、以降の臨地実習を 

履修することができない。ただし、学外実習が開始されている科目については継続 

履修を認める。 

（学外実習の評価） 

第９条 学外実習の評価は、当該実習終了後、被評価者の評価表等の関係書類が整い次第学

科会議等（稟議書含む）において行う。 

  ２ 理学療法学科、作業療法学科の臨床実習において、実習の出席時間数が８０％に満

たない者は評価を受けることができない。 

    看護学科において、臨地実習の出席時間数が授業時間数の３分の２に満たない者

は評価を受けることができない。 

  ３ 前項に規定する実習の評価は、履修規程第４条に準じて行う。 

（看護学科の再実習） 

第１０条 看護学科において、臨地実習科目が不合格になった場合は、原則として次年度に

再履修しなければならない。ただし、学科会議において、校長が必要と認めた場合

に限り当該年度に再実習を行い、評価を受けることができる。 

  ２ 前項の場合によらず、稟議書により申請を行い、この申請を校長が承認した場合は、

前項の会議を経たものと同様の認定とする。 

  ３ 当該年度に評価できる実習単位は３単位以内とする。 

  ４ 評価の評点は、６０点以上を合格とし、評価は可とする。 

  ５ 再実習に係る費用は自己負担とする。ただし、学内実習の場合は、履修規程 

第７条第２項に定める料金を前納する。 

  ６ 再実習を承認されて実施する場合には、（再・追）履修届・実習届を提出する。 

（看護学科の追実習） 

第１１条 看護学科において、出席時間数不足のため臨地実習評価を受ける資格を喪失し 

    た場合は、履修規程第６条第１項に該当する事由か、またはこれらに準じた事由で

あるか否かを学科会議において協議し校長が認めた場合に限り、追実習を受ける

ことができるものとする。 

  ２ 前項の場合によらず、稟議書により申請を行い、この申請を校長が承認した場合は、



 

前項の会議を経たものと同様の認定とする。 

  ３ 追実習を承認されて実施する場合には、（再・追）履修届・実習届を提出する。 

  ４ 追実習の期間・時間は、欠席状況・実習内容の到達状況に応じて決める。 

  ５ 追実習の評点は、６０点以上を合格とする。 

  ６ 追実習で合格できなかった場合は、次年度に再履修する。 

（進級、留年）   

第１２条 理学療法法学科、作業療法学科において、当該学年に配当されている授業科目全

てに合格した者は、進級とする。ただし、未履修科目が発生しても少数科目かつ次

年度に再履修が可能と判断された者には、学科会議（稟議書含む）において校長が

承認した場合に限り進級を認める。 

    ３年次までに開講している全ての科目の単位を修得しなければ、原則として４年

次には進級できない。    

 ２ 看護学科については、１年次の最低年間履修単位は４０単位とする。 

    １年次と２年次に開講している全ての科目の単位を修得しなければ、原則として 

３年次には進級できない。      

（卒  業） 

第１３条 学則第２２条に掲げる授業科目の全てに合格した者は、卒業とする。 

第１４条 

（改  廃） 

第１５条 この規程の改廃は、校長が決定する。 

（そ の 他） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

 この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１４年９月２６日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 



 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年９月２５日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２４年１２月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


